
大和市告示第６１号 

大和市認可外保育施設運営支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  平成２９年３月３０日 

                               大和市長 大 木  哲   

 

   大和市認可外保育施設運営支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市認可外保育施設運営支援事業補助金交付要綱（平成２５年大和市告示第２１１号）の一部

を次のように改正する。 

第１条中「設備運営基準」を「児童福祉施設設備運営基準」に改め、「職員配置に関する基準」の

次に「又は家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号。以

下「家庭的保育事業等設備運営基準」という。）に規定する小規模保育事業に係る設備及び職員配置

に関する基準」を加え、「第３５条第４項」を「第３４条の１５第２項又は第３５条第４項」に改め

る。 

第２条各号列記以外の部分中「又は」を「、」に、「第７条」を「第２条第６項」に、「に補助金の

交付の決定を受けてから５年以内に移行すること」を「又は法第３４条の１５第２項の規定による

認可を得た小規模保育事業（以下「小規模保育事業」という。）への移行」に改め、同条第３号中

「２０人」を「６人」に改め、同条第４号及び第５号を次のように改め、同条第６号を削る。 

(4) 認可保育所、認定こども園又は小規模保育事業への移行に係る計画（以下「認可化移行計画」

という。）を策定し、当該認可化移行計画について県要綱別添１認可化移行運営費支援事業実施

要領の規定による神奈川県知事の承認を受けていること（ただし、５年間を上限とする認可化

移行計画とすること。）。 

(5) 必要な基準についてそれぞれ次に掲げる基準を満たしていること又は認可化移行計画の期間

内に満たす見込みがあること。 

ア 認可保育所又は認定こども園への移行を目指す場合 

(ｱ) 施設の設備 児童福祉施設設備運営基準第３２条に規定する基準 

(ｲ) 職員の配置 児童福祉施設設備運営基準第３３条に規定する基準（同条第２項に規定す

る保育士の数以上の保育従事者を配置し、当該保育士の数の３分の１以上の保育士又は看

護師を配置しているものに限る。） 

イ 小規模保育事業Ａ型への移行を目指す場合 

(ｱ) 施設の設備 家庭的保育事業等設備運営基準第２８条に規定する基準 

(ｲ) 職員の配置 家庭的保育事業等設備運営基準第２９条に規定する基準（同条第２項に規



定する保育士の数以上の保育従事者を配置し、当該保育士の数の３分の１以上の保育士又

は看護師等を配置しているものに限る。） 

ウ 小規模保育事業Ｂ型への移行を目指す場合 

(ｱ) 施設の設備 家庭的保育事業等設備運営基準第３２条により準用する家庭的保育事業等

設備運営基準第２８条に規定する基準 

(ｲ) 職員の配置 家庭的保育事業等設備運営基準第３１条に規定する基準（同条第２項に規

定する保育従事者数以上の保育従事者を配置しており、かつ、同項に規定する保育士の配

置割合にかかわらず保育従事者数の３分の１以上の保育士又は看護師等を配置しているも

のに限る。） 

エ 小規模保育事業Ｃ型への移行を目指す場合 

(ｱ) 施設の設備 家庭的保育事業等設備運営基準第３３条に規定する基準 

(ｲ) 職員の配置 家庭的保育事業等設備運営基準第３４条に規定する基準 

第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条とし、第９条に次のただし書を加える。 

ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、

当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第１４条第１項第２号の規定により内閣総理

大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

第９条を第１０条とし、第８条中「当該補助金の交付の決定を受けてから５年以内に設備運営基

準第３２条又は第３３条第２項の基準を満たさないこととなったとき」を「次の各号のいずれかに

該当する場合」に改め、同条に次の４号を加える。 

(1) 児童福祉施設設備運営基準第３２条又は第３３条第２項の基準を満たしていない認可保育所

又は認定こども園への移行を目指す施設が、認可化移行計画の期間内に当該基準を満たさない

こととなった場合 

(2) 家庭的保育事業等設備運営基準第２８条又は第２９条第２項の基準を満たしていない小規模

保育事業Ａ型への移行を目指す施設が、認可化移行計画の期間内に当該基準を満たさないこと

となった場合 

(3) 家庭的保育事業等設備運営基準第３２条により準用する家庭的保育事業等設備運営基準第

２８条又は第３１条第２項の基準を満たしていない小規模保育事業Ｂ型への移行を目指す施設

が、認可化移行計画の期間内に当該基準を満たさないこととなった場合 

(4) 家庭的保育事業等設備運営基準第３３条又は第３４条第２項の基準を満たしていない小規模

保育事業Ｃ型への移行を目指す施設が、認可化移行計画の期間内に当該基準を満たさないこと

となった場合 



第８条を第９条とする。 

第７条第３項中「消費税仕入控除税額報告書」を「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報

告書」に改め、同条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条を第６条とし、第４条の次に次の

１条を加える。 

（交付の条件） 

第５条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が５００，０００円以上の機械及び器具に

ついては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５

号。以下「適化法施行令」という。）第１４条第１項第２号の規定により内閣総理大臣が別に定

める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。この場合において、市長の

承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に

納付させることがある。 

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

別表中「第１０条関係」を「第１１条関係」に改め、同表関係条文の欄中「第６条」を「第７条」

に、「第７条」を「第８条」に、「第５条」を「第６条」に改める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 


